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総務省東北管区行政評価局では、当局及び管内行政評価事務所が受け付けた国の行政に関する苦情等の行政相談の

うち、相談者の利益と公共の利益の調整が必要なものや制度改正しなければ苦情の解決が図られないものなど、高い立

場に立った検討を加える必要があるものについては、民間有識者の意見を反映させ、その的確かつ効果的な処理を推進

するため、行政苦情救済推進会議(昭和 61年 12 月設置。座長：石田眞夫）に付議しています。 

  本行政相談については、平成 17 年３月 18 日開催の行政苦情救済推進会議での検討結果を踏まえ、３月 30 日付けで

東北運輸局にあっせんし、７月６日付けで東北運輸局の回答を受理しました。 

平 成 17年 ８月 ３日 

東北管区行政評価局 

(本件照会先） 

東北管区行政評価局 

首席行政相談官 根津 正

電話：022（262）7840 

通勤定期券購入申込書の勤務先関係事項記入欄の見直しの 

推進について 
ー 行 政 苦 情 救 済 推 進 会 議 の 検 討 結 果 を 踏 ま え た あ っ せ ん の 結 果 ー 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通勤定期乗車券（以下「通

勤定期券」という。）の購入

申込書に設定されている勤

務先の名称等の勤務先関係

事項記入欄を廃止してほし

い。（仙台市在住の女性） 

申出要旨  

○ 
 
 
 
 
 
 

○ 
  
 

通勤以外の目的でも通勤定期券が発行されており、勤務先の名

称等「勤務先関係事項」を記入させる必要性に疑問。「勤務先関係

事項」の記入が任意である旨周知されておらず、また、紛失定期

券発見時の連絡先確保には勤務先の電話番号が必須のものとはい

えず、利用目的等からみて、消費者の利益に合致したものとはい

いがたい。 

勤務先の名称等「勤務先関係事項」は利用目的が特定された情

報とは考えにくく、個人情報保護の観点からも、収集を抑制すべ

き。 

行政苦情救済推進会議検討結果要旨

東北運輸局は、消費者利益の保護等に資する観点から、鉄道事業者及びバス事業者に対し、通勤定期

券購入申込書の勤務先関係事項記入欄の廃止について、交通アドバイザー会議など事業者との連携の場

を活用して改善を促す必要がある。 

 あっせん内容 

通勤定期券購入申込書の勤務先関係事項記入欄の見直しの推進については、消費者行政等の観点

から、鉄道事業者及びバス事業者に対し周知する。 

東北運輸局の回答 



〔参考〕 

 

○ 東北地方の鉄道事業者及びバス事業者における定期券購入申込書の勤務先関係事項記入欄の状況 

  

◇ 平成 16 年度末現在（東北運輸局へのあっせん時点） 

・ 鉄道事業者５事業者のうち、４事業者は勤務先関係事項（勤務先の名称、電話番号等）あり、１事業者はなし 

・ バス事業者３事業者のうち、３事業者とも勤務先関係事項（勤務先の名称、電話番号等）あり 

  

◇ あっせん後における東北管区行政評価局及び管内５行政評価事務所のフォローアップ結果等 

  定期券購入申込書に「勤務先関係事項」欄を設けていた鉄道事業者１事業者において、以下の見直しを実施し、「勤

務先関係事項」を記入しなくてもよいことになった。当局では、今後も事業者の見直し状況のフォローアップを実施 

 

例１ Ｆ駅（平成 17 年６月確認）、Ｍ駅（平成 17 年７月確認） 

  従  前･･････「氏名」、「性別」、「年齢」、「区間」等のほか、「住所、電話番号」及び「勤務先・用務先（名称、

所在地及び電話番号）」欄を設定 

見直し後･･････「勤務先・用務先（名称、所在地及び電話番号）」欄を削除、また、「電話番号」は「拾得時の連絡

を希望する場合に記入」の旨を注記 

 これにより、紛失定期券発見時の連絡を希望する場合、「電話番号」欄に自宅又は携帯電話の  

電話番号を記入すればよいことになった。 

 

例２ Ｓ駅（平成 17 年４月確認） 

       従  前･･････「氏名」、「性別」、「年齢」、「生年月日」、「区間」等のほか、「住所、電話番号」及び「勤務先又は

用務地（名称、電話番号）」欄を設定 

見直し後･･････「住所、電話番号」及び「勤務先又は用務地（名称、電話番号）」等については、「定期券紛失の時

など、当社からの連絡を希望される方が記入」の旨を注記 

           これにより、紛失定期券発見時の連絡先を勤務先以外としたい場合、「住所、電話番号」欄に   

自宅又は携帯電話の電話番号を記入すればよいことになった。 



○ 通勤定期券購入申込書の見直し例 
例１ 
 
 Ｆ駅 
 
  ○ 平成 17 年 1 月 
 

 
 
 
  ○ 平成 17 年６月 
 

 
 



 
 
 Ｍ駅 
 
  ○ 平成 17 年４月 
 

 
 
 
 
  ○ 平成 17 年７月 
 

 
 
 



 例２ 
 

Ｓ駅 
 
  ○ 平成 17 年 1 月 
 

 
 
 
 
 

○ 平成 17 年４月 

 


